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日時:平成 25 年 7 月 23 日（火） 

14 時～16 時  

場所:大阪府庁咲洲庁舎 38 階 会議室 

参考資料５ 
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○事務局（島） 定刻より若干早いですが、始めさせていただきと思います。ただ今から、

平成２５年度第３回大阪府障がい者自立支援協議会就労支援部会を開催させていただきま

す。本日はご多忙の中、就労支援部会にご出席を賜り、心からお礼を申し上げます。本日

もどうぞよろしくお願いいたします。 

 さてご出席の皆さま方につきましては、お手元に配席表をお配りさせていただいており

ますので、ご紹介は省略させていただきます。なおオブザーバーのたまがわ支援学校の鈴

木校長先生と事務局の吉野就業促進課長が本日公務のため欠席しております。念のため申

し添えておきます。 

 続きましてお手元の資料の確認をさせていただきたいと思います。まず次第が１枚。そ

れから資料１ということでＡ４横のものです。それから資料２これもＡ４横のものです。

それから資料３と書いているＡ４横のものです。参考資料が挟まっていまして、一般就労

の結果ということです。参考資料２ということでヒアリング調査への協力のお願いという

ことです。参考資料３としまして、Ａ型に対する協力のお願いということです。参考資料

４としまして障がい者の雇用支援ガイドということです。参考資料５としまして、対応課

題項目。参考資料６としまして、スケジュール。それと参考資料７としまして、前回第２

回障がい者就労支援部会の議事録でございます。 

それと栗原委員からご提供をいただいております。「箕面市における障害者雇用助成制

度について」という資料です。それと「社会的雇用」による障害者の自立支援（提案）と

いうもの。それとＡ４長の表、それと栗原委員の書かれた予定稿。 

以上、今日の資料となっておりますが、不足等ございませんでしょうか。なお本就労支

援部会につきましては、会議の趣旨を踏まえ、会議の公開に関する指針の趣旨に基づき、

公開で実施することとなっております。万一個人のプライバシーに関する内容につきまし

て、ご議論いただく場合は傍聴の方に一時ご退席していただくお願いをする場合がござい

ますので、ご発言前に事務局のほうにご通告をお願いしたいと思います。それでは今後の

議事進行につきましては就労支援部会運営要綱に基づきしまして、黒田部会長にお願いし

たいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

○黒田部会長 はい。それでは皆さんこんにちは。お暑い中お集まりいただきましてあり

がとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。ではお手元の次第に沿って、議事

を進めてまいりたいと思います。本日は議題がその他を含めまして３つございます。１つ

目の議題が「社会参加・就労意欲の醸成について」ということで、議題１につきましては、

事務局よりまずご説明をお願いいたします。 

○事務局（小川） 自立支援課の小川でございます。よろしくお願いします。座って説明

させていただきます。資料１でございます。課題項目６の「社会参加・就労意欲の醸成に

ついて」ということについてでございます。この課題項目につきましては、そもそも本人

家族ともに就労への意欲が高くないことが多く、移行支援事業所の利用者確保が困難とい

った点でありますとか、就労継続支援事業所利用者の保護者の就労に対する意識の改善と、
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本人に対する学齢期からの就労支援が必要ではないかといったような課題項目ということ

で挙げていただいております。検討にあたっての視点というところでございますけども、

安心して就労にチャレンジする仕組みがないため、保護者の意識として支援学校卒業後の

就労を目指さない、一般就労をあきらめておられるのではないかといったケースもあると

いった点でございます。支援学校に職業コースを設置するなど選択肢を増やす、安心して

チャレンジできるシステムづくりが必要ではないか。 

 もう１点、就労意欲があっても、なかなか雇用に結びつかない実態がある。障がい者、

保護者、支援者等に対する企業見学、または職務実習等を通じた企業理解の促進が重要で

はないかといった点です。あと、採用を進めていくためには、送り出し機関等において、

障がい者が日常生活、社会生活を送るための基礎的な能力、職業準備性の付与を適切に行

うことが必要。雇用にあたっては、働く熱意、意欲や働くための体力が求められる。送り

出し機関による支援など周囲の協力や就労を支える生活支援体制の構築も重要ではないか

といった点を挙げていただいております。 

 これにつきましての対応策の案といたしまして、まず１点目。これは労働局のほうにな

ってございますけども、豊富な知識や経験を有する者、その他有識者を「障害者就労アド

バイザー」というかたちで登録をされまして、就労支援機関、支援学校、医療機関等に対

する助言等を行なっておられます。再掲となってございますけども、これにつきましては、

前回、前々回のこの会議でご議論いただきました課題項目について、既に対応策というか

たちで挙げさせていただいておりますものを再掲というかたちで挙げておりますので、そ

れと重なるということです。 

 ２点目でございますけども、こちらも労働局さんでの取り組みになりますが、今年度か

らの新規の事業ということで、「企業就労理解促進事業」という事業を実施される予定に

なっております。就労支援機関の職員、利用者、保護者を対象とした企業での就労に関す

る理解を深めていただく就労支援方法の基礎的知識を高めるための就労支援セミナーを行

なうということで、今年度実施をされるということで、聞いております。 

 ３点目、教育委員会でございますけども、支援学校在学中の生徒をおよび保護者への取

り組みというかたちで、進路先・就職先の見学会、これは生徒・保護者対象にやられるも

の。教育課程上に進路学習を位置づけまして、ビジネスマナー、就労に関わる制度・福祉

サービス、将来設計等について学ぶというかたちで、これも生徒に対するものでございま

す。保護者に対するものといたしまして、進路指導・職業教育に関する懇談会、講演会の

開催、生徒に対しては早期からの校内実習、職場実習の実施、「職業」等の時間に実社会

に流通する商品等の組み立てを行う。これは生徒に対するものでございます。そういった

取り組みをやられるということです。 

 最後に書かせていただいておりますのが、福祉部、私どものほうで実施をさせていただ

いています「障がい者就労支援強化事業」でございます。移行支援事業所の支援スキル、

ノウハウの機能向上を図るとともに個々人ごとの支援計画の策定支援、障がい者のニーズ
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に沿った実習先や企業開拓など就職して働き続けるための支援を行うというかたちで、こ

ういった事業を実施しておりまして、就労意欲の醸成、一般企業への就労支援を行なうと

いうかたちで、事業を実施しております。「社会参加・就労意欲の醸成」というところに

つきましては、以上でございます。 

○黒田部会長 はい。ありがとうございます。就労意欲をどう高めていってもらうかとい

うことが課題として挙げられていまして、それへの対応策としては２つ目の労働局のほう

の事業を活用しようということ、３つ目は教育委員会のほうで、支援学校の中で取り組み

を進めてもらおうということ、最後が大阪府の障がい者就労支援強化事業を引き続き行う

というのが挙げられていると思いますけれども、ただ今のご説明につきまして、何かご質

問やご意見などがありましたら、お願いいたします。 

○姜委員 姜です。特別支援学校に行かなくて、地域の中学校段階から今生徒さんが企業

見学とか行かれるようになっていますよね。その中で障がいを持つ子供たちがどういうか

たちで、そこにちゃんと参加できているのかというのは、どこで把握されているのですか。

教育委員会ですか。 

○事務局（水守支援教育課長） 支援教育課です。我々は古い大阪府の支援学校を所管して

おりまして、教育委員会の事務局の中に小中学校課という別の所属、セクションがありま

して、小中学校もどうしても市町村の所管になりますので、そちらのほうである一定の把

握、情報は持っていると思うのですけど、今日はちょっと、我々のほうで詳細には承知を

しておりません。 

○姜委員 そこらへんで、多分まだ中学校段階ですので、どんな仕事があるかとか、例え

ばどんな製品が作られているとかということでの職業に対する興味を持つという段階が大

きいと思うのです。そこにちゃんと障がいを持つ子供たちが他の生徒さんと一緒に働くと

いうイメージを持てるようなかたちのものをちゃんと確保してもらわないと、障がいを持

った生徒さんだけは特別学級で過ごしているとか、そうではなくて、そういった社会参加

からのイメージを持てるようなものをちゃんと確保できるようにどこかで義務教育全体に

関わる部分として、書き込んでもらわないといけないのではないかと思います。 

○黒田部会長 はい。ありがとうございます。支援学校であれ、普通校の中学校なんかで、

職業教育の一環で地域のお店に一週間ぐらい行ったりとか、学校に行ったり職業体験をす

る機会があって。その中で普通校に通っている障がいのある学生がどういう所に行ってい

るのか若しくは行けているのかということも含めて情報がほしいということと、併せて、

この対応策の中には支援学校のことしか書いてないけれども、普通校のことも書くべきで

はないかということですね。 

○姜委員 教育委員会の役割として、そこまでやっていくのだということは書きこんでも

らったほうがいいのではないかと思います。 

○黒田部会長 どう書きこめるか検討をしてみましょうかね。ありがとうございます。他

に何かありましたら。 
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○金塚委員 金塚です。「就労移行支援事業所の利用者確保が困難」というところがあり

ますが、これはもともと自立支援法の移行、Ａ、Ｂというのができた時に、今全国的に問

題になっていると思いますが直Ｂの問題です。支援学校を卒業して直接Ｂに行く、本来の

姿であれば移行に行ってそこでアセスメントをして、移行でそのまま就労を目指すのか、

またはＢに行くのかというのが筋やったと思うのです。それが本来どおりであれば、多分

就労移行の部分での確保というところも、今ほど困難ではないとないのかということと、

もう１点は実際に就労移行の現場に身を置くことによって、支援学校を卒業した人たちが

働くということを身近に感じられるというようなことをいってはるのかと以前から感じて

いたところであります。もう１点は就労移行を１回使うと、もうそれで終わりだというよ

うな市があるというふうに大阪府下の中でも聞いたりしています。そういうことであれば

もう怖くて就労を目指すことはできないと。一般の方でも何度となく離退職を繰り返し、

転職するのが当り前の世界の中で、就労移行１回使ってしまえば二度とつかえないという

ことであれば、「そんなことであれば最初からＢでゆっくりします」というようなことに

なってくるのかなというのが一つ制度的な課題でありますし、意欲の醸成みたいについて

は感じるところではあります。 

○黒田部会長 はい。ありがとうございます。直接Ｂのほうに移行を経験せずにＢに行く

人が増えてきている問題と、就労移行は１回限りなので、１回チャレンジして失敗してし

まうと、もうどうしようもなくなってしまうので、とりあえずは直Ｂでというようなかた

ちになっているということですが、どうでしょう。事務局のほうでそれについて。 

○事務局（坂口） 就労移行支援事業の利用がワンチャンスということについては、市町

村ヒアリングを８月下旬に控えていますので、実態を確認したいと思います。直接Ｂに行

かれるという件は一方で移行支援事業所を通さずに、直接Ｂに行きたいというか、行かせ

てほしいという声もありまして、就労移行支援事業所の利用者確保の問題とそこの当事者

の思いに応えるのと、どちらを優先すべきか悩ましいというふうに考えております。 

○黒田部会長 はい。分かりました。 

○栗原委員 今の就労移行のワンチャンスの話について、これは一般的なことでどこの市

がどうということではないのですけれども、基本的にはもう１度再チャレンジというのは

できることになっていると思うのですけど、よくある話としては、１度目が例えば１０か

月で就職できましたと。では２度目はもっと短くてもできるでしょうというとらえ方をさ

れてしまう場合がよくあるようです。ただそれはやっぱり障がい者の就職実現ということ

についての本質的な誤解があると思うのです。もちろん就労支援移行所でトレーニングを

積むことで本人の力が伸びるという側面がありますけれども、重要なのはいわゆる実習や

ハローワークさんなどでのいろんな集団面接会でのチャンスをどれだけ得ることができる

かだと思うのです。ですから最初に１０か月で就職できたから、次はもっと短くてという

話ではなくて、やはり基本的には何も期間をだらだらと利用するということではなくて、

早く就職できる人はもちろん２～３ヶ月で就職できてもいいのですけれども、決定しても



5 

 

らうときにはきちんと２４か月を確保いただいて、その中でいろんなチャレンジの可能性

を追求していくと、こういう考えに各市町村が理解をしていただかないと、障がい者も企

業も損をしてしまうのかとそんなふうに思います。 

○黒田部会長 はい。ありがとうございます。 

○姜委員 今の問題に絡んでですけど、ついこの間某市内の特別支援学校に福祉懇談会と

いうことで行かしてもらった時に、かなり軽度の肢体不自由の生徒さんが目指すべきとこ

ろがＢになっていると。どう見ても僕の目から見て、この子はＢの体験だけでこの学校の

中で終わらせているのかということで、進路指導の先生には「就労支援センターとのつな

がりは作ってはるのですか」ということを聞きました。でも作ってらっしゃらなかったみ

たいです。 

あとお母さんも同席されていたのですけど、卒業後そのお子さんがどのようなサービス

にいこうとしているのかということの認識が全然持てていない、つまり学校側が説明をち

ゃんとできていないのにもかかわらず、実習先として先生たちは紹介をしているわけです。

これはやはり大きな問題です。先生たちがもう少し丁寧に保護者や本人にどういったとこ

ろを紹介しようとしているのか、その生徒さんに対してどういった可能性があって、どん

なサービスがあるのかということをもう少し丁寧に話していかないといけないのではない

かと思います。 

ここ数年見ているとやはり学級担任の方の力量が全然伴ってないというのは目に見えて、

進路指導の先生がようやくそういった将来のサービスについての認識を持てているくらい

で、学級担任の方が生徒さんが実習でどのサービスにどういうかたちでいっているのかと

いうのは、本当に面談をしてても大丈夫なのかと思うようなかたちの認識しか持ってらっ

しゃらないので、もう少しせめて卒業を前にした生徒さんの、担当の先生方にはもう少し

そのへんの知識を持っていただいて、ちゃんと可能性のある連携をとっていただくような

方策を、本人たちのアプローチ前にその本人たちに情報提供する人たちがアプローチをも

っとしないと、本人たちの気持ちも持ちようがないというふうにここ数年ずっと特別支援

学校を回っていて思うわけです。 

そこらへんのちゃんとしたかたちで少しでも明確に打ち出さないと、金塚さんが言われ

た直Ｂの問題が解決しないのではないかと思うのです。 

○黒田部会長 はい。ありがとうございます。就労移行の１回限りについてはヒアリング

でまた確認していただきます。 

○金塚委員 今の絡みで、今は知的障がい、および身体障がいの方を中心とした支援学校

の話をされていたかと思うのですが、私が関わっているのは精神の方が中心で、同じよう

なことが精神にもありまして、医療機関の人たちに対する就労支援の意識、先生・ワーカ

ーさんを含めた意識および制度・サービスについての無知とまでは言いませんが、知らな

さというところからくるご本人さんに対する影響というのはとてもあって、ご本人さんの

意欲を高めていくという一つにおいて、環境というのがとても大きな問題だというふうに
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思っていまして、働ける環境、働くための準備をする環境が大阪にはあるのだということ

をまず知ってもらうということはとても大事なことだというふうに思っています。先ほど

姜さんの話を聞いて、精神の所でも同じようなことがあると思ったので追加で発言させて

もらいました。 

○黒田部会長 はい。ありがとうございます。 

○井上委員 吹田の事例というか、多分いろんな所であると思うのですが、姜さんの言わ

れるような状況があるのですが、もう一方では６月に高等部３年で進路のアンケートを、

２年でもとっているのですけど、３年で６月に取って、冬にはだいたい７、８割ぐらいの

方が行き先が決まっているのです。それの半分ぐらいがもっと早い時点で本人ではなく、

ご家族が将来子供に行かしたいと思う施設さん、作業所さんに訪ねて行って、そこでボラ

ンティアをご家族でやったり、場合によっては署名活動、選挙活動まで含めてやって、や

っとそこに入れる既得権というか、順番というか、数えてもらえる待機組という現実もす

べてではないですが、ごく一部にはある。そうするともう生徒さん本人の能力・可能性で

はなくて、早いうちに行く場所を決めて安住の地を得るというのが、結構な数でまずいる

だろうということがあります。 

そんな中でそういうことというのは支援学校においてはすごく横だけではなく、異なる年

齢の保護者の方々のネットワークというかあるので、上の方の苦労を見ていて、うちの子

のためにもしておかなければいけないというのが、ずっと年々と続いているというのが実

感です。それで今逆に揺れているのは、それこそ直接Ｂに行きにくい現実とか、計画相談

が入ってきているということで、思ったようにはならないというのが結構な割合の親御さ

んのある本音ではないかとは思います。それでなかなか就労意欲をというのは難しいとい

うのがまず一つです。それからもう一つはこれは全く別のことです。就労意欲でいうと、

この間のうちのセンターでいうと、働きたいということで来られたのだけど、その働きた

いをひも解くと苦労せず、努力もしないで働けたらいいよね。しんどいことは嫌だけど、

働いてたくさん給料がほしいというような本人やご家族の相談が増えてきている。働くと

いうことの裏側には一定の覚悟がいると思っていて、やってはいけないことをやらないと

か、やらねばならないことをまじめにやるというとか当然のことがあるのだけども、その

へんのところはあまりしたくないのだけども、作業所嫌だ、ただ働きたい、だけどしんど

いのは嫌だというような方々が増えてきているのも、この間の傾向としてあると思います。 

○黒田部会長 そうですね。高校卒業間近の保護者にとって見たら、どう働くか次の行き

先を確保するということのほうが優先事項になっていて、あわせてそんなに無理して働か

なくてもらわなくてもという保護者の方も多いし、そういう人はなかなか定着をしないで

しょうし。そういう問題をどうしたらいいかということで、多分この課題が挙っていて、

対応策が出てきているのかと思うのですが、教育機関の先生方とか雇用機関の職員さんた

ちにも、福祉の情報であるとか就労に関する情報をもっと提供して、指導とか一緒に考え

てもらうような状況を作らないといけないことだと思うのです。オブザーバーの方で、今
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の事に関してご意見があるという方がいましたら、伺いたいと思いますがいかがでしょう

か。 

○三宅オブザーバー 先ほどから姜さんとかがおっしゃっていた通りで、私も幾つかの市

町村の就労部会に出させていただいているのですけど、もともとは利用者確保ということ

で、支援学校に出向いて、大阪市内の就労移行事業所のアピールをしに行くということで

やったのですけども、まず保護者さんが正しい自立支援法のサービスを認識されていない、

紐を解いていくと姜さんとかがおっしゃったように学校の先生が分かっておられないので

す。例えば就労移行へ行ったらもう２年が経てばもう追い出されるのだというようなこと

が先行してしまったりとか。そうしたら無難なところでＢで落ち着こうかとなってたりと

か、支援学校の場合でしたら、直接の情報元というのは支援学校だと思うので、支援学校

の進路担当の先生だけではなく担任の先生を含めて、正しく自立支援法というものを理解

していただきたいと思うのと、就労意欲のところでは、これもやはり知的障がい者が対象

と思うのですけれども、何年か前に教育委員会のほうで、キャリア教育というのを言われ

だしたと思うのですが、私も就労支援の仕事に携わらせていただいて、十何年になるので

すけども、当初というのは本当に「知的障がい者は働かなくていいのだ」みたいな長い歴

史があったので、自立支援法になって障がいを持っていても働ける社会にということにな

ったのですが、学校教育のなかでどんなふうなキャリア教育をやられているのかというの

が教えていただきたいと思うのです。 

○黒田部会長 なるほど。何かありますか。学校教育の中でどういう。 

○事務局（福井） 支援教育課の福井でございます。キャリア教育というところで、狭義

の職業教育と捉える場合と、もう少し広義に生活していくという力であるとか、余暇を楽

しむような力を含めてというところで、今支援学校では大きくは後者のほうの広義でとら

えたキャリア教育というのを進めていこうというふうに考えてやっています。その中でも

中核となるのは職業教育であって、進路をどう考えるか、将来の生活「働く」ということ

をどう考えていくかということで、職業教育を進めているところですけれども。 

小、中学部からでいったら自分の役割をはっきりさせるとか、仲間と協力するとか、そ

ういったところから始め、そして中学部の段階ぐらいからは少し作業学習的なところに触

れ、そうして高等部で作業学習等中心に職業を学んでいく。あるいは校内だけではなくて、

外にも目を向けて実習等で学んでいくというような、そういったキャリア教育を積み重ね

ているというような状況でございます。 

○黒田部会長 はい。ありがとうございます。学校に通っている子供たちや保護者にとっ

てみたら、福祉関係者じゃなくて、学校の先生が一番将来のことに関して相談する人にな

ってくると思うのですが、その人たちに正しい知識と理解がないと相談しても全く意味が

ないことになってきますので。例えば資料１の教育委員会のところの内容を見ますと、明

らかに先生方は既にそういう情報を持っていて、それをどういうふうに活用するかという

話になっていますので、この中あたりでも何か先生方に対して、情報提供をするであると
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か、相談を受けられるような、福祉のほうで相談を受けますというようなことが書ければ

いいのかといったようなのですけど、いかがですか。 

○事務局（小川） また教育委員会さんとも調整させていただいて。 

○黒田部会長 そうですね。 

○事務局（水守支援教育課長） いただいた意見、まさにその通りだと思います。実際に

やはり主要に一番関わる頻度が高いのもやはり学校で実際に担任をしている先生であった

り、進路担当の教員であったりするわけです。先ほど姜さんからご指摘がありましたけれ

ども、実際支援学校の先生はかなり若返りが進んでいます。若返りをするということは逆

にいいますと、いろんなネットワークであるとか、スキルとかノウハウみたいなものをう

まくつないでいかないと、やはりせっかく学校が持っているものがそこで途切れてしまう

というので、そういうのをしっかり教員の側でそれを蓄積してそれをさらにバージョンア

ップして。そういうことを学校の中でもやっていかなければならないということは確かに

あると思います。ちょっとそこは考えさせていただきたいと思います。 

○事務局（西口自立支援課長） 今、全くやっていないというわけではなくて、例えば福

祉、教育、商工労働部の三部局連携ということで、雇用就労問題について勉強会をやって

いて、その中で昨年初めてでしたけども、労働福祉施策のある制度の勉強会で、支援学校

の進路指導の担当者にも来ていただいて、ほぼまる一日かけて勉強会をしています。今年

度もその勉強会をやる予定にしていますので、そういうことも含めて書けることは書いて

いきたいと思っていますので、誤解のないように申し上げたいのは、全くやってないとい

うことではないということお願いします。 

○黒田部会長 それはそう思います。担当している先生だって自分が将来の進路指導をし

ていて、勉強したいと思うでしょうし、どこかで情報を得たいと思うのは当然だと思いま

すので、やっているとは思いますが、追いついてないというような状況の認識でいいです

か。ちょっと検討していただいて。 

○井上委員 先ほどの話なのですが、私の意見もそうだったのですが、どこかで働ける障

がい者と働けない障がい者に分けた議論になっちゃっているような気がして。もちろん結

果としてはそういうことは当然出てくるだろうし、現実としては起こるのだけれども、そ

の現実をそのままで、それぞれをどうするといったら、分けることによってご家族ないし

本人は「この子どっちだろう」「僕どっちだろう」というところから始まるのがしんどい

のかと。 

後半で出てくると思いますが、栗原委員が出していただいている、例えばですが、一般就

労にはいたらない、しかし働きたい思いを持つ障がい者が健常者とともに働き、地域で自

立して生活していくための基盤が欠けている、まさにこの視点だろうと思います。社会的

雇用うんぬんについての議論ではなく、分けてそれぞれ考えるか、そうではなくて目指す

のは極端にいったら全員が働く、働けない現実があることを自覚するというのを語る場と

いうのもいるのかと。制度の問題なのか、社会そのものの問題なのか、全体が変わるとい



9 

 

けるはずだろうという想像もつくので、課題だっていろいろ出てくるでしょうけれど。と

いうが引っかかって。自分の意見の中でもちょっとひっかかった部分でもあるので。 

○黒田部会長 確かに今の話では進路指導の中で、働ける子と働きにくい子と、なんとな

く想定した話になっちゃっているところもありますが、そんなことはない。 

○栗原委員 よろしいですか。今のとは直接関係ないのかもしれませんけど、意欲という

問題について、もう１つ視点が重要なところがあるかと思うのですが、資料１の裏側の一

番右下に「就労移行支援事業所の支援のスキルやノウハウなど機能向上」というふうに書

いているのですけど、さらっとこのまま読むと読めてしまうのですけども、意欲をむしろ

無くしてしまった時にどうフォローをしていくかというのは大事だと思うのです。という

のは、私たちの経験でも室内トレーニングから企業実習に行った先で、些細な誤解とかコ

ミュニケーション不足から本人が非常に落ち込んでしまうということはよくあるわけです。

別に企業さんに何か大きな問題があるわけではなくて。そのことを察知できなかったり、

あるいはあまり表には出さない障がい当事者である場合、心の中で悩みを深くさせていく

というのはよくありますので、私どもの場合は施設外支援・施設外就労といった場合には

必ずやはり戻ってきて、就労移行の事業所のほうで、いろいろ雑談というか話し合いをし

て、本人が些細な誤解から落ち込んでいれば、誤解を解きほぐすということは、すごく大

事なことだと思うのです。 

それともう１つは、実はこの当事者の方はこんなことで誤解をしてしまったのですとい

うことを実習先にもしっかりお伝えすることで、解れた糸というのはやはりなんとかうま

くできていくようになるという、こんな可能性もありますので、意欲を高めるという方向

ではなくて意欲を無くしがちな時にきちんと適切なフォローをするという、そういうスキ

ルもいると思います。 

○黒田部会長 ありがとうございます。はいどうぞ。 

○金塚委員 今栗原さんが言われたことは支援の流れの方法として、私たちがしなければ

ならないことだと思います。そこで私たちがよくやるのはピアというような言葉をよく使

われますが、語り部の会といって実際に障がいがありながら、働いている人たちに自分の

体験発表を語っていただくというような取り組みを私たちの事業所内でもやっていますし、

大阪府下の支援者の人たちに向けたり、企業の人たちに向けたり、近畿を出ていろんなと

ころでさせていただいているのですが、それはとても大きな効果があるというふうに思っ

ていて、栗原さんが言われた意欲が少し落ちている時に「もう私って、僕なんてだめか」

と思った時に自分と同じ病気、障がいを持ちながら働いている人たちの声を聞く、話を聞

くというのは本当に意欲をもう一度喚起できる。私たちが「頑張れ、頑張れ」と言うより

もはるかに大きな効果をもたらすと思っているので、そういうものも支援の中の一つの方

法になるのかもしれませんけども、大きなポイントであると思うので、そういう取り組み

がしっかりとできればいいと、そういうふうに思っています。 

○黒田部会長 はい、ありがとうございます。教育の場だけではなくて、実際に就労移行
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支援をやっている事業所の中での、支援のプロセスの中でのお話だったと思うのですけど、

適切なスキルと知識、情報がそれぞれの場面に必要という議論だったかと思いますが、教

育委員会の話、医療機関の話を含めまして、ちょっと検討していただいて、また、次回以

降でも修正が入った部分を確認していただくというようなことでしていきたいと思います。 

この後たくさんありますので、次に移りたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 では次の「多様な就労支援制度・施策の実現について」といことで、事務局のほうから

ご説明お願いします。 

○事務局（小川） そうしましたら課題項目７番「利用者視点に立った多様な就労支援制

度・施策の実現について」ということでご説明をさせていただきます。幾つか項目がござ

います。①でございますけども、ハードルの高い一般就労か訓練的な要素が強い福祉的就

労しかなく、働いて自立して生活したいと願う障がい者の方の行き場がないということで、

一般就労と福祉的就労の中間的な就労の場である社会的雇用の国制度化を図る必要がとい

うことで課題項目として一つ目に挙げていただいております。真ん中のところですけども、

社会的雇用については賃金補てんの適否など障がい基礎年金を含む所得保障の在り方にも

関わる問題なので、国において総合的な検討が必要ということで書かれております。 

 ２つ目ですけども、平成 23年８月に国のほうの制度改革推進会議の総合福祉部会という

ところで取りまとめられました提言では「社会的雇用など多様な働き方についての試行事

業（パイロットスタディ）を実施し、法制施行後３年をめどに検証する」というふうにさ

れております。この執行事業につきましては、現時点ではまだ未実施ということで起用し

ております。これにつきましてですが、対応策というところでございますけども、今月（７

月）国への大阪府からも要望、提案、要望ということで、下のほうに書かれています。波

線の部分ですけども「一般就労、福祉的就労の充実はもとよりその中間に位置する社会的

雇用など多様な働き方について、試行事業の早期実施を含め、検討を進める」ように国に

要望することとしております。 

 その下ですけども、もう一つ論点整理ということで来月予定をしておりますけども、次

のページのまた波線のところでございますが、③といたしまして「利用者に対する福祉的

な支援に加え、雇用契約に基づく就労を実現するための経営管理や営業的活動など相応の

人員支援体制や支援能力が求められておりますＡ型事業所に対する報酬、人員配置基準の

改定等について検討を行なうこと」もう一つにつきましては、さきほどとほぼ一緒になり

ますけども「社会的雇用など多様な働き方については試行事業（パイロットスタディ）の

早期実施も含め、十分な検討を行なう」ようにということで、こちらにつきましても併せ

て国に要望をしてまいりたいというふうに考えております。 

 その次でございます。②の視覚障がい者等、自立通勤困難者の通勤手段の確保というこ

とですが、これですけども現在の国の制度上の話になってくるのですが、今現在同行援助

ということで、個別給付の対象になっている制度でございますけども、基本的に社会生活

上不可欠な外出ということで、官公庁や金融機関への外出、公的行事の参加、本人同伴の
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生活必需品の買い物とかそのへんにつきましては個別給付の対象となっておりますけども、

いわゆる利益享受が目的であります、経済活動に関わる外出などにつましては、同行援助

の対象外ということになっておるという制度上の問題がございます。それについてでござ

います。これにつきまして、対応案というところで書かせていただいておりますのが、こ

ちらも来月提言をする予定にしておりますけども、右下のところに書かれておりますが、

⑤といたしまして「日常生活全般に支援を要する障がい者に対して、就労のための外出等

の支援を含め、きめ細やかな雇用就労支援のあり方について検討をおこなう」ようにとい

うことで、こちらについて要望を行なってまいりたいというふうに考えております。  

その次のページの対応策のところに書かせていただいておりますのが、ＩＴステーショ

ンでの取り組みということですけども、本年度新たにこの１０月にやる予定にしておりま

すが、コールセンタースタッフの養成講座を開催をする予定にしております。視覚障がい

者等の新たな職域の拡大をおこなう予定としております。 

 その次の③でございますけども「就労を希望する障がい者は多いが、実際に就労できる

方は少なく、職業適応検査の活用や障がいにあった雇用創出等の工夫が必要」というとこ

ろでございます。これの真ん中、検討にあたっての視点ですけども「精神障がいや発達障

がい、高次脳機能障がい、難病など、従来の手法では対応が難しい障がい者の方に対する

支援者のアセスメント力の強化が課題である」というところでございます。もう１つ、「農

業分野等就労への参入の可能性がある分野の開拓」といったところを検討にあたっての視

点ということで挙げております。これについての対応策といたしましては、従来の手法で

は対応が難しい障がい種別では支援する側のアセスメント力の強化、向上が課題となって

おりますことから、障がい者職業センターをはじめ、関係機関が連携を図りながら、移行

支援事業所等の就労支援の専門性の向上を図ることとしております。 

 ２つ目の丸でございます。大阪府の福祉部のほうでやっておる事業でございますけども、

発達障がい者支援コーディネーター派遣事業につきまして、これは金塚委員がおられるＪ

ＳＮのほうに委託をして実施する実習をしております事業でございますけども、就労支援

機関等に発達障がい者支援コーディネーターを派遣いたしますというところと、就労準備

性を高めるプログラム実施の検証を行うということで、これにつきまして事業所の職員さ

ん、保護者の方、当事者の方それぞれを対象に講座というかたちで、検証を行なっていた

だく事業を本年度実施する予定といたしております。 

３つ目、職業センターのほうでハローワークと協力をして、障がい者の就職、職場定着

等について相談支援を行うとともに個人がどのような職業に適した資質能力を持っている

かを知るための各種作業や検査を実施いたしまして、職業能力の強化を実証するというと

ころでございます。 

 その次のページの１つ目ＩＴステーションの項目につきまして先ほどと取り組みと同じ

ものを再掲させていただいております。その次盲人ホームでございますけども、盲人ホー

ムにおきまして、按摩、針灸、マッサージなどの免許を持っておられる方が指導員の指導
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のもと、通所をされて訓練を受けられております。これに対する運営、補助を行なってお

りますので、それにつきまして引き続き実施するということでございます。 

 その次が農業分野ということで、特例子会社のほうで、いろんな取り組みをされており

ます。そちらのほうの動向を注視するとともに、引き続き情報に努めるというふうに書か

せていただいております。 

 その次の４番目です。「在宅障がい者の就労支援」ということで「在宅障がい者や障が

いを持つ中高年の方への就労支援の検討が必要」ということにつきましての対応策という

ことで書かせていただいております。これにつきましては、（３）「在宅就労に対するさ

らなる支援について」ということで、「障害者の働く場に対する発注促進税制」の対象と

なっております発注先に、在宅就業支援団体等を加えるなど在宅障がい者の就労支援に実

施する方策を講じることというのが１点でございます。もう１点といたしまして「優先調

達推進法に基づきます中央庁省等の官公受発注の取り組みが、全国の在宅就業障がい者等

に配分されるように必要な措置を講じる」ということが一つともう一つは地方自治法施行

令に基づきます地方公共団体が随意契約できる業務の範囲につきまして、役務・提供物品

の購入に限らず、業務全般となりますように法令改正を関係庁省に働きかけるよう要望を

してまいりたいと考えております。その下ですけども「ＩＴステーションでの取り組みに

なりますが、ウェブ関連、出店運用、イラスト作成など在宅就労に有効なＩＴ技術を習得

するための訓練を実施をいたしますとともに、視覚障がい者等を対象にテープおこしのた

めのスキルを習得する訓練を実施する、音声起稿師を養成するなどテレワーク推進事業を

実施する」ということで記載をしております。以上でございます。 

○黒田部会長 はい。ありがとうございました。それではただ今のご説明について、意見

ご質問がありましたらご発言いただきたいと思いますが、まずは栗原委員のほうからの資

料が提出されておりましたので、その説明のほうをお願いしてもらいたいと思います。 

○栗原委員 ありがとうございます。では簡単にご説明申し上げますが、今ご説明いただ

いた中にも社会的雇用という言葉がありましたが、あまりまだ知られてない部分がありま

すので、資料を後ろのほうに４セット用意しております。１つ目は「箕面市における障害

者雇用助成制度」ということで、箕面市のほうで作っている制度ですが、１つ挙げていた

だきますと、〔目的〕障がい者事業所に対して助成金を交付し、この障がい者事業所とい

うのは、いわゆる自立支援法・総合支援法の事業所というのと違って、箕面市独自の概念

ですが、一般的就労の場合です。職業的重度障がい者の職業的社会自立を促進するという

ことで、この特徴としては「障がい者の助成金」と書いてありますけども、職業的に重度

の障がい者の賃金に対して補てんができるシステムというのが、ここが今のＡ型との大き

な違いかと思います。ほかの援助者とか作業設備の助成金についてはＡ型やＢ型と額はだ

いぶ箕面市の額のほうが低いのですけれども、変わりません。つまり同じ原資があるとす

れば障がい当事者の工賃にも補てんができるシステムを、これは実は昭和６１年からやっ

ている制度です。ただ誤解を招かないように申し上げておきたいのは、箕面市としてはあ
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くまで一般就労支援が第一にあるということはもう間違いないわけです。それでもなお一

般就労がうまくいかない、あるいは高齢化、重度化していくなかで一般就労と福祉的就労

しかない、二者択一ではない間を作ろうということでやってきたというようなことがござ

います。 

次に、もう一つの地球儀が書いてあるパンフレットですけれども「社会的雇用による障

害者の自立支援提案」というものがありますが、これはちょうど障がい者制度改革推進会

議に、箕面市の倉田市長が提案をしてきたときの資料そのものです。これの２ページを開

いていただきますと、既にご承知の通り一般就労と福祉的就労というのは非常に乖離があ

るわけです。一般就労ここでは６５万人と書いてありますが、おそらくこの中で自営を含

めていますので、いわゆる雇用関係のある人だと５０万人前後だと思いますが、一方で福

祉的就労ということで１７万人ぐらいおられると思うのですが、その間というのは非常に

労働者性やあるいは賃金、工賃の差というものがある。これはもちろんそれぞれが歴史的

な経過を経て充実してきたことはこれはいいのですけれども、この二つしか道がないとい

うことについて問題提起を箕面市としてずっとこの間行なっています。裏側を見ていただ

きますと、３ページとしてその間に中間的就労の場を作りたいということで、また箕面市

としては現実にやっておるわけです。何とか最賃が払えるように支払賃金の４分の３を賃

金補てんということで、これは上限ですけれども、最賃額を上限としながらやっておるわ

けです。ただ単に賃金補てんを行なうだけではなくて、障がい当事者が健常者と対等な関

係で働きあう、あるいは経営にも参加している。またさまざまな啓発事業も行うというこ

とを箕面市では社会的雇用の要件としているしだいです。 

 次の４ページを見ていただきますと「社会的意義」というところがありますけれども、

特に１（３）「一般的就労に適応可能な就労モデルを作る」というのは重視しておりまし

て、今すぐ一般就労では困難な人についても社会的雇用という環境の中で働くことが可能

になる。それは単に賃金の問題だけではなくて、共に働きあう周囲の健常者の意識の問題

ですけれども、そういうところで可能になってくるケースというのも、一般就労にも反映

させていくような、そういった回路を作っていくことが必要かというふうに思っています。

また社会的コストについては、これはいろんな計算の仕方があると思うのですけれども、

やはり社会的雇用ということで、働く場を増やすことによる社会的コストの削減というこ

とについても、箕面市としては提案をしていっている、そういうふうなかたちづけになっ

ております。 

そして１枚もの「歴史的変遷から徐々に浮き出る谷間の存在」いうものがありますが、

これは非常に大きな話ですけれども、昔は要するに就労と福祉というのは非常に離れた位

置にあったのではないか。しかし昨今は労働施策の中でも生活支援というものが就職・生

活支援といわれてきていますし、また福祉施策からも今まさに議論されている就労移行支

援やＡ型Ｂ型という議論で、かなりその間というものは縮まってきていますが、むしろそ

の谷間というものが非常にこう浮き彫りになってきているのではないか。そこにどのよう
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な施策が可能なのかということで、これは簡単に解決することではないと思いますが、や

はり国において障がい者制度改革推進会議ではこういったことを検討していこうというこ

とで、「パイロットスタディ」施行事業の実施ということが提案されていますので、ぜひ

これを早期にやっていくようなかたちで、先ほどもご説明をいただきましたけども、大阪

府からの要望も上げていただきたいし、また上げていただくことについて大変心強く思っ

ております。 

 最後のホッチキス止めした物はこれはある雑誌に９月に出す予定のものなので、ちょっ

とお取り扱いにはご留意いただきたいのですけど、もともとどういう経緯で箕面市の制度

ができたのかということを一度まとめてみようということで書いておりますので、これは

ご参考までにということであります。総括的に申し上げますと、箕面市の制度というのは

かなり今の国の制度からは少し距離感があるものですが、しかし箕面市の制度をベースと

して滋賀県でも似たような障がい者事業所助成というものをつくっており、またさらに滋

賀県の制度をある程度ベースとして、札幌市でもそういった制度をつくっております。ま

た制度としてはないと思いますけども、やはり三重県でも中間的な障がい者の就労の場を

模索していこうという動きがありますし、またいろんな障がい者団体でも名称はいろいろ

社会的事業所であるとか社会支援雇用であるとか、少しずつ違うのですけれども、この二

者択一、一般就労と社会的就労しかない状況をなんとかこう埋めていくということについ

てはさまざまなアプローチがされていますので、今ある目の前にあることの課題の解決が

本当に重要ですし、私たちも実際にそれに追われながらやっているわけですけども、少し

長期的な視点に立った、こういった課題についても、ぜひこの就労支援部会でもご議論い

ただいて、また国への要望に上げていただきたい、そのように考えています。以上です。 

○黒田部会長 はい。ありがとうございます。ただ今の栗原委員のお話に関しましては、

国への要望事項というかたちで、７の①「対応策」のページですけれども、波線の部分で

す。「また一般就労、福祉的就労の充実はもとより、その中間に位置する社会的雇用など

多様な働き方について施行事業の早期実施を含め、検討を進めてほしい」ということを要

望の中に入れさせていただいております。障がい者制度改革推進会議の討論支部会のほう

で実際にそういう話は進んでいるけれども、なかなか前に進んでない状況がありますので、

それを踏まえたかたちで、そういうようなかたちを表せて標本なり情報なり入れさせてい

ただいている状況です。栗原委員のお話を含めてご意見ご質問がありましたら、よろしく

お願いいたします。職業センターや労働局の方新しい情報ございましたら、ご提示いただ

きたいと思います。オブザーバーの方もご発言がありましたらお願いいたします。また要

項ごとの論点整理については次のところでまた説明がありますので、今その話をしてはだ

めということではありませんけれども、後ほどまた詳しく説明があると思います。 

○井上委員 ７の②のほう「障がい者の自立通勤困難者の通勤手段」というところで、栗

原さんの資料の中で社会的コストの削減とあったのですが、それを借りるならば、例えば

通勤だけがネックになっていて、働きたいし、働ける力はあるのだけども、どうも一人で
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は通勤できない現実のために働けてない方々がいて、その方々が例えば生活介護事業等を

使っているとだいたい月に 15万円ぐらい、これはコストというかは別としてお金がかかる。

でもその方がいわゆるガイドヘルパー的なものを使うと１日２時間、往復１時間１時間と

して 1500 円、3000 円で 20 日で６万円です。なおかつ本人さんは働くことができて給料も

得られるということで、そのへんのところはやはり柔軟にという表現はいいかどうか分か

んないですけど、逆に意義があるだろうと、本人にとっても社会にとってもというところ

で、通勤、通学も含めて使えてしかるべきだと思います。 

○黒田部会長 はい。ありがとうございます。おっしゃるように通学、通勤に関しては支

援が使えない、サービスが使えないこともありまして、特に就労に関してはそれが原因で

働けないという方もいらっしゃるということなので、それに関しては一応論点整理の中の

⑤の波線、下線の部分のところで「就労のための外出等の支援を含め、きめ細やかな雇用

就労の在り方に検討を行うこと」ということで、国との話し合いの中で意見を出していた

だけるのかというふうにはと思っておりますが、そういうことでよろしいですか。他にあ

りましたら。 

○姜委員 ＩＴステーションでやられているコールセンタースタッフの養成講座ですが、

企業さんに電話をする時に答えてくれるような方、何人ぐらい教えられていて、この講座

をやられて実際に職場に行かれた方は、どれぐらいいらっしゃるか教えていただきたい。 

○黒田部会長 ７の③の「対応策」の裏側のほうですね。コールセンタースタッフの。 

○木村オブザーバー コールセンタースタッフの２種類ありまして、１つはインバウンド

といってとても楽なのですけど、ある商品を扱っている事業所があったら、その注文を電

話で受け取る。その個数とか商品名とか送り先とかを聞いて、そのデータを入力して発送

先へ送ればいい。そういうインバウンド、情報が入ってくる側のコールセンタースタッフ

というのがあります。もう一つアウトバウンドといっていますけども、要するに押し売り

です。電話をかけて「こんな商品がありますけど、買ってくれませんか」という２種類の

ものがあるのです。双方できるようなかたちで去年訓練を一度やりましたけど、実際に受

講されたのは４，５名の方です。現実にその方すべては身体障がい者だったのです。結局

コールセンタースタッフとして実際に採用された方はいらっしゃいませんでした。もちろ

ん受けられ方は就職はされたのですけども、必ずしも思ったところのコールセンターとい

うところの求人と合わなくて、違うところに就職された方はいらっしゃいました。実際に

はコールセンタースタッフして就職された方はいらっしゃいませんでした。今年はここに

書かれておりますけれども、１０月頃を目標に就職はかなり難しいであろうといわれる視

覚障がい者の方、必ずしも全盲という方ではありませんが、視覚障がい者にターゲットを

しぼって、視覚障がい者のためのコールセンタースタッフ養成講座をして、その方々の中

から何人かの就職できるようなかたちでの講習を１０月ごろにやる予定で、今準備を進め

ておるところなのですけども、やはりなかなか難しくて実際にマックスで１０人ぐらいい

けるかたちの講習をすべきだと思っておりますが、５人の参加者が募れたらいいところか
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と今思っています。それから講座の企画とかというのをやっていこうと思っています。 

○黒田部会長 はい。ありがとうございます。 

○磯部委員 社会的雇用というのを知らなかったので。今興味深くお話を聞いておりまし

て、ちょっと現実味がないものでちょっと質問をさせていただきたいのですけども、これ

は資料の福祉制度のところに「就労３類型比較表」というところで、社会的雇用について

は経営主体がＮＰＯ法人と個人事業主等を想定されるということで・・・ 

○黒田部会長 地球儀のほうの資料ですね。 

○磯部委員 そうです。一応一定の要件が整えば市なりの賃金補填を含めた補助を受けて

経営していくということで、例えば特例子会社でしたら、親会社の強力なバックがあって、

数年間は赤字でもそのうちに採算が採れるようになるというふうなことで、それでうまく

いくことも多いのですけれども、例えばずっと採算が取れない状態であればずっと補助を

していくというふうなイメージになるのか、ちょっとそのへんのところがどこかで自主的

な経営ができるようになるところまでいくのか、そのへんのところのイメージがもう一つ

わかないので、そのへんのところを説明ください。 

○栗原委員 今ご指摘いただいた９ページの「社会的雇用」というのは、これはあくまで

箕面市の制度がベースでして、率直に言うとこの二十数年間いろんな紆余曲折を経て今の

状態にきていますので、この状態がベストかというと、課題はかなりあると自分たちでも

認識しています。 

箕面市の中でも今まさにおっしゃっていただいたように期限をどうするのかということ

は、当然いつも議論はあるわけですけれども、現行では特に期限というものについて定め

ておるわけではありません。そしてもちろん特例子会社さんのような経営力というか、親

会社がしっかりとした受注といったものがこの社会的雇用にあるわけではなくて、非常に

小規模の、例えばリサイクルショップであるとか、あるいは飲食店みたいなものを障がい

当事者と健常者が共に従業員として運営をしているという、本当に小さい規模のものを箕

面市では社会的雇用として、実際に補助をしています。ただ今後の課題として、今おっし

ゃっていただいたように補助の期限をどうするのかとか、あるいは単純に一つの事業所に

対して補助の期限を考えるのか。あるＡさんならＡさん、ＢさんならＢさんということで

考えるのか、そのへんは今の特開金（特定求職者雇用開発助成金）でも最大２年間という

のがあるわけですけども、このあたりの考えがどのような根拠で有期限にされているのか、

そういったあたりも含めて、我々も学びながら検討する必要はあるかと思っておるところ

なのです。現状では「ＮＰＯ法人、個人事業主」と書いていますが、箕面市の制度では営

利法人は対象とはしていませんが、これはやはりいろいろ議論をしていく中で、今後どう

していくのか。まさにそういう議論の検討の場としていくことを、まず１つテーブルを作

ることが必要かと、そういう提案です。 

○黒田部会長 よろしいでしょうか。この内容についての議論をしだすとすごくつきない

ところがあると思いますので、そういう場を国のほうで、もうちょっと高いレベルから一
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度、途中で止まっているような状況だと思いますので、進めていってもらえたらというこ

とだと思いますので、もちろん何でも質問して、栗原さんみたいに日本でもよく知ってお

られるのは間違いないことだと思いますので、聞いていただいても構いませんが。他にも

ありましたら。 

○井上委員 中身ではないかも分かりませんが、表現の問題ですが、７の③のところです

が、「対応が難しい種別、精神障がい、発達障がい、高次脳機能障害、難病等など」キー

ワードで最近難病と出てくるのですが、議事録に載ってしまうので意味がないのかもしれ

ないのですが、この支援者側であり、ある意味専門家であったり、またはノウハウを持っ

ているという集団のはずがこの表現をしてしまうと、要は難しい人なのだという先入観に

なってしまう。実際に施策や制度については必要に応じた手厚くというか充実は絶対必要

だと思いますが、一方で表現が難しいとかというネガティブなワードがついてしまうと、

それを見た人たちが難しい人たちなのだと。働いて誰にでも起こるような小さなアクシデ

ントであっても「発達障がいの人は難しい人たちなんだ」みたいな、そういう読まれ方に

なりかねないなと。 

本人たちにとってまさしくそれは風評被害にしかならないわけで、どちらかというとこ

うすればこの人たちがすごく働ける、みたいなポジティブなワード、課題になるのでそこ

はポジティブにはしにくいでしょうけど、これを引きづる限りどこに行っても、企業さん

がこれを見たらやはり難しいのだとしか思わないだろうということで、何かそこらへんの

表現を私たちが自ら変えていかないと変わっていかないだろうと、表現は簡単ですと、い

うことをこうすれはできるということをどんどん出していかないと意識は変わっていかな

いだろうということで、何とか表現を変えていただければと思います。以上です。 

○黒田部会長 はい。ありがとうございます。「従来の手法では対応難しい」という意味

で、厳密には読めば従来の方法ではなく、新しい別の方法で対応ができるというふうに親

切に読もうと思ったら読めるのですが、なかなかそういうところまでは読み切れない部分

があるかということだと思いますので、この言い方はいろんな箇所でされていましたかね。 

○事務局（坂口） そうですね。国を中心にいろんなところで使われているようです。 

○黒田部会長 ですよね。何かいい言葉があればもうちょっと、言葉を付け加えた、意味

が分かりやすいような言葉を、置き換える場所があれば置き換えていただいて、そのフレ

ーズでしか表現できない場所はしょうがないかと思いますけど、検討していただきましょ

う。 

○事務局（坂口） はい。 

○黒田部会長 ほかに何かございますか。 

○姜委員 すみません。農業分野ということで、数年前確か大阪府が事業化しようとされ

ていませんでしたか。 

○黒田部会長 大阪府のほうで農業分野への就労に関して。 

○姜委員 就労について事業化しようとされていませんでしたか。あれって結局実現され
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たのですか。 

○事務局（小川） 事業化ですか。１０年前ぐらいですか。 

○事務局（西口自立支援課長） １０年前程の話ですか。 

○姜委員 １０年前ではないです。確か橋下さんが知事になった頃です。 

○豊田委員 上田課長の頃だったのではないでしょうか。 

○辻本委員 大阪府の農業試験場の跡地をどうのって、そんな話ですか。 

○姜委員 そうです。 

○辻本委員 以前ありましたね。あれはどこかがやっているのだよね、農業試験場の跡地

半分を。 

○事務局（西口自立支援課長） １０年ほど前の話だったら、昔の農業センターにその当

時授産施設を作られないかという話はありましたのですけど。それはまったく消えていま

す。 

○姜委員 消えています。 

○事務局（西口自立支援課長） １０年ほど前ですよ。１０年ほど前に今の環境農林水産

総合研究所の正式名称は忘れましたけど、昔農業センターと言っていた所です。羽曳野の

施設内に授産施設を設置できないかという話はありましたけども、いろいろ調べて文化財

の試掘調査までやりましたけども結果的なことはできないなということで、それは頓挫と

いうか消えている状態にはあります。それはそれで一つあるのですけれども、その前に６，

７年前、橋下知事が知事になられた平成２０年ぐらいの話なのですね。５年程前ですね。 

○姜委員 農業試験場の跡地かなんかをちょっと分からないですけど、これはこれでまた

今度でいいです。 

○黒田部会長 また分かれば。 

○姜委員 書いてあるのでこれまでやったことはどうなったのだと。 

○井上委員 「就労」の部分ですが、それに関して表現を通して引き続き情報収集に努め

るということは、もう既に何らかの情報が入った部分があるのかと。確か近畿農政局が「障

がいがある人に就労を」みたいなキーワードを何か出しているとちらっと僕も又聞きの又

聞きぐらいなのですが、具体的には全然知らないですけど。 

○黒田部会長 ７の３の対応策の裏の一番後のところですか。「農業分野に関して引き続

き情報収集に努める」ということで。 

○高見オブザーバー 近畿農政局さんがネットですけど、情報収集のネットワークは作っ

ておられます。「農と福祉の連携とかなんとか」という表現だったと思いますけども、う

ちも一応名前だけは入れてもらったのですけど、情報を集めようという話だけはあります。

それと私は工賃向上計画の支援ということでＢ型事業所の農業の関係についても支援をし

たことがありますが、作業所さんでおそらく大阪全体で、三十幾つが農業に取り組んでお

られます。広さはピンキリですけれど、大きいところだと何ヘクタールというところはあ

りますけども、小さいところは本当に一反くらいの大きさだと思います。そういうところ
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で取り組んでおられまして、最近Ａ型で水耕栽培をするところも出てきてきました。そう

いう状況です。まだまだ工賃の引き上げにつながっているという状況ではないです。 

○黒田部会長 ありがとうございます。ほかにもし何かこれについて情報をお持ちでした

ら。 

○事務局（西口自立支援課長） 特例子会社でコクヨのハートランドというところが水耕

栽培で障がい者の方を雇ってやっているというケースと、クボタのサンベジファームとい

うところ、これも水耕栽培で 障がい者の方を雇って農業分野で実施している。いずれも特

例子会社ですけどもそういう事例はあります。 

○姜委員 それは大阪でやってはるのですか。 

○事務局（西口自立支援課長） 大阪です。サンベジファームは南河内のほうで、ハート

ランドは和泉砂川のほうです。 

○豊田委員 パナソニックが去年からやっています。ロジスティクスというところ特例で

すけど、これは露地ですけど。 

○金塚委員 阪神阪急グループがやり始めていますね。 

○黒田部会長 なるほど。そういうかたちで水耕栽培含め露地栽培もあるということで、

農業分野での就労というのも可能性があるということで、引き続き情報収集に努めるとい

うことはそのとおりのことだと思います。他に何かございますか。 

○栗原委員 はい。よろしいでしょうか。社会的雇用とは関係ない話ですけど、先ほど井

上委員が指摘されたところの７の③の一番右の「対応が難しい障がい種別」のところにつ

いて、少し実感レベルで申し上げますと、私どもが 17、８年前にある関わっていた知的障

がい者の方がいて、やはり就職を目指していろんなところで苦労して難しかったのです。

最近その方がまた就労移行に入ってこられて、確かに療育手帳を持っていたのですけど、

その方の就職をしていくうえでの、いろいろ課題になる部分について、その方は発達障が

いという特性を持っていたということが最近になって分かったのです。確かにそういわれ

てみればという、まだ発達障がいという概念がなかった時代に私どもがやっていた頃なの

です。そう思うと難しいって、本人さんが難しいのではなく、僕らが難しいと思っていた

ということなのです。ですから、もしかしたら誤解があるとすると、こういう言い方かと

思ったのは「従来の手法に加えて障がい特性、（精神障がい、発達障がい、高次脳機能障

がい、難病など）に見合った職業リハビリテーションのあり方を開発する」などというふ

うに積極的なかたちにしたらいいのかと思うのと、おそらく誤植だと思うのですけど、高

次脳機能の、「脳」はこの「能」ではなくて、脳みその「脳」ですので。ということで以

上です。 

○黒田部会長 はい。ありがとうございます。いい修正案をいただきました。またご検討

をいただきたいと思うのと、ここだけですか、のうの字が違うのは。他はあっていますね。

その左の「検討にあたって」というところはあっていますね。またそれもチェックしてお

いてください。ほかにございますでしょうか。 
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それでは次の「その他」の議題のほうに移りたいと思いますが、国への要望、まとめを今

回行なうこととなっておりますので、それにつきまして、事務局のほうからご説明をお願

いいたします。 

○事務局（小川） そうしましたら資料２と資料３でございますけども、資料２のほうに

つきましては、前回と前々回の会議の場でご議論いただきました課題項目１と４と５の３

つなのですけど、大阪府のほうで国に要望する予定の項目などを網掛けというかたちで追

加で記載をさせていただいたものでございます。国への要望につきましては資料３のほう

で一覧にさせていただいておりますので、資料３のほうでまとめてご説明させていただき

たいと思います。すみませんが資料３のほうをご覧いただけますでしょうか。これまでご

議論いただきましたものを含めまして国に要望する項目を一覧にさせていただいておりま

す。 

まず１番目。就労移行継続支援ということで、事業所が不足をしているという課題項目

に対応しての国への要望ということでございます。来月論点整理というかたちで要望をし

ていく予定の項目でございますけども、ちょっと字が細かくなっておりますけども、下線

部分のところでございます。「就労支援移行事業者が、利用者の一般就労移行に伴う報酬

変動等による事業所運営に不安を抱くことなく、福祉施設からの一般就労の支援を職場定

着支援について積極的に取り組めるように必要な報酬改定を行うとともに、移行支援事業

所が乏しい地域における事業所の創設など基盤整備を進めるための支援策の拡充について

検討を行ってほしい」という趣旨の要望をしてまいりたいというふうに考えております。

その下の網掛けのところにつきましては、特に国への要望等行なう予定のない項目でござ

います。 

その下③でございますけども、就労支援移行事業所は一般就労に結びつくと利用者が減

るというので、事業所として積極的に進めにくいという現状があるので、報酬体系の見直

しが必要というところにつきましては、今月行なう予定の要望でございますけども、就労

支援事業所の抜本的強化というところで、下線部分のところでございます、「報酬変動の

影響を緩和する措置を講じるなど事業所運営に不安を抱くことなく積極的に取り組めるよ

うな特例措置を講じていただきたい」という要望です。右側ですけども、こちらも下線部

ですが、報酬上の措置を設けられたいといった要望でございます。その右下のところにつ

きましては、先ほど上の部分で申しあげた②と全く同じところでございます。この趣旨の

要望を行ってまいりたいというふうに考えております。 

 その次のページでございます。１の④一般就労について定着がうまくいかない場合、「元

の事業所に戻れないことを防ぐため定員の特例措置の検討が必要」というところですけれ

ども、これにつきましても中ほどに書いております障がい者や保護者が安心してチャレン

ジができるよう、職場定着の不調による事業所再利用の際の柔軟対応について特例措置を

講じるよう要望をしてまいりたいと思っております。 

その下⑤「就労系福祉サービス企業の認可について審査の中で就労に向けたプロセスな
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ど運営の具体的な中身が問えないというふうなかたちで認可をしている」というところで

ございます。これにつきましては就労移行支援事業の抜本的強化を図るため、人員や運営

に関する要件の厳格を図るよう国に要望してまいりたいというふうに考えております。 

その次のページ２番目の「一般就労の罰則について」というところでございます。①と

いたしまして、障がい者雇用自体検討していない企業が多い、受け入れ企業の拡大が必要、

特に障がい者雇用に積極的でない中小企業への対応が課題ということにつきまして、商工

労働部さんのほうになりますけども「事業主に対する各種助成金制度の拡充ということで、

雇用の取り組みを促進するために特定求職者雇用開発助成金の助成対象機関の拡大であり

ますとか、各種助成金の拡充に努めてほしい」いうところが一点と「障がい者を多数雇用

する中小企業の事業所に対する助成金の充実を図ってほしい、雇用納付金制度における報

酬金の支給を受けるために必要な障がい者数の引き下げなど一層の充実を図っていただく

よう要望してまいりたいということでございます。この８月につきましては右側の下線部

ですけども、雇用経験やノウハウに乏しい企業の雇用不安を解消するため、職場体験実習

経験に対する必要な事業主支援を拡充するよう要望をしてまいりたいというふうに思いま

す。 

その下②「雇用経験が乏しい事業所では」というところです。雇い入れに躊躇をすると

いったような課題につきましては、今申し上げました同じところをそのまま書かせていた

だいております。「職場体験実習受け入れに対する必要な事業主支援を拡充する」という

ことで再掲ということで書かせていただいております。 

その次のページ３番「就労に向けたステップとしての職場体験実習先の不足について」

ということで、就労に向けた訓練を行なえる場所が少ないということにつきましてですが、

これにつきましても先ほどのページで記載しておるところと同じところでございます。事

業主支援を拡充してほしいということで、こちらについても再掲というかたちで書かせて

いただいております。 

その次のページでございますけども、４番「就労後のフォロー体制の充実強化について」

ということで、短時間労働や欠勤してもフォローできるような体制やグループでの就労も

可能にするような制度構築が必要というところで、こちらにつきまして、精神障がい者の

雇用拡大に向けた取り組みの強化というところで、精神障がい者および事業主への支援策

の構築、ならびに事業主への雇用啓発活動への充実強化をされたいというかたちで国に要

望してまいりたいと思います。その次丸２。就ポツ数の増設、人員増収、人材育成が必要

ではないかというところで、これにつきましては商工労働部の福祉部とともに来月の論点

整理でも就ポツの体制の充実にということで、現行体制では対応が困難となっております

ので、雇用体制等について充実を図るように必要な財源措置も講じていただきたいといっ

たような趣旨で、それぞれ要望してまいりたいと考えております。 

その次のページですが４の③といたしまして、「一般就労支援後の定着支援に係る報酬

体制の見直しが必要ではないか」というところでございますけども、右中ほどに書いてい
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ますとおり、企業における雇用就労を推進するため職場定着支援を充実する必要があるが、

就労移行支援体制加算の対象となります就職後６か月を越えて職場定着支援を行った場合

にその期間に応じて加算の充実をされたいといったようなかたちでの要望とその下の下線

部ですが、これは先ほどの再掲になりますけども「一般就労移行に伴う報酬変動等による

事業所運営に不安を抱くことなく取り組めるようなかたちでの必要な報酬改定を行ってい

ただきたい」ということで、再掲としてこちらに記載をさせていただいております。 

その次５番ですが、「関係機関の連携ネットワークに充実強化について」ということで、

関係機関の連携の弱さというところで、特に「支援ノウハウが現在不足しております発達

障がいや高次脳機能障がい等のネットワーク構築が課題」というところにつきましては、

商工労働部さんのほうで難病患者等の障がい者の雇用促進ということで、手帳を持ってお

られない難病患者、内部障がい、高次脳機能障害および発達障がい者の雇用を促進するた

め、雇用率制度および雇用納付金制度に基づく各種助成金制度の対象に追加をしていただ

きたいということで、要望をしてまいりたいと考えております。右側につきましては「関

係機関のネットワークを充実強化するよう推進すること」というかたちで要望をして参り

たいと思います。 

その次のページ、網掛けのところは省略いたしまして、７番ですけどもこれは先ほどか

らご議論いただいておりますところと重複をする部分でございます。社会的雇用の国制度

化を図る必要があるというところで、先ほども簡単にご説明させていただきましたとおり、

執行事業の早期実施を含め検討を進めることというかたちで７月の福祉部のほうと来月の

論点整理という機会に国のほうに要望をしてまいりたいと思います。 

その次のページですけども、これも先ほどと同様でございます。「視覚障がい者等自立

通勤困難者の通勤手段の確保」ということで、右側に記載されていますとおり、国へ要望

してまいりたいと思います。その下在宅障がい者の就労支援につきましても、同様でござ

います。福祉部のほうで下線部について要望をしてまいりたいと思っております。 

その次のページ８番「福祉的就労」につきましては、すべて網掛けですけども、一番最

後のページに⑤番ということで、一つ要望する項目がございます。福祉的就労の話になり

ますけども「事業所の安定的運営が困難」ということで、「施設外支援等加算の拡大充実

が必要」というところで、これにつきまして中ほどに記載の通り「報酬加算のさらなる拡

充を図ること」というところと、右側の論点整理のところでも十分な財政措置を講じると

ともに利用者に占める重度障がい者の割合や小規模な施設が多いことなど地域特性や工賃

実績を踏まえた取り組みの重点化を検討するように国のほうに要望してまいりたいという

ふうに考えております。以上でございます。 

○黒田部会長 はい。ありがとうございました。それではただ今の説明に関しまして、ご

意見ご質問がありましたらお願いします。 

○豊田委員 今これを読ませていただいておおむねこの前大阪府への要望が同友会のほう

から出させていただいた「雇用経験ノウハウの乏しい企業の雇用不安のための職場体験実
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習」とこれについても同友会のほうから要望を出させていただいている案です。それに対

してありがたいと思っているのですけど、これが出てきた背景には、前々回に労働部のほ

うから出ていました実習に関しての、実習に対しての２千円の何とかいうの、あれを持ち

帰って話をした時にみんな激怒していまして、それに対してこの要望に切り替えたのです

けれども、今回報告がなかったので、あれはどうなったのですか。セミナーは残っていま

したけど、それについては国からの予算を採られてやられることになったのですか。 

○若野委員 実習は推進していくということになっているのですが、ただ国の予算が本当

に少ないです。もともと全国で実習に対する、福祉教育医療から移行への推進事業という

事業の中に入っているのですが全国で２億少し、それが４７都道府県にあります。そこで

第１回目でお話をさせてもらったコーディネーターというのを雇用するということになり

ますので、ほとんどが人件費ということになりますので、実習自体も実習をできる事業所

の名簿、リストあるので、作成はさせていただいてそれぞれの支援学校さんだったり、機

関支援さんには提供をさせていただくというのはできるのですが、中小企業に２千円とい

うお話でしたね。それについてはすべてお受けすることは予算上とても無理ということで

すので、今年度ですが、国とハローワークのほうで求職者の方であれば実習をされたほう

がより就職に結びつくであろうという方に対して、そういうかたちでしていこうかという

ことですが、予算自体がほとんど無いに近い状況ですので、すべて労働局が示したリスト

のほうに実習をしたいということで、していただくのは可能なのですが、そこに実習の先

ほど言ったことをつけるというのはちょっと難しいという状況になります。 

○黒田部会長 ２千円の話というのは労働局経由では２千円もらえるけど、そうでないと

ころは無しという話ですか。 

○若野委員 はい。イメージとしてそういうことです。ただ予算自体がほとんど無い状況

です。ですからハローワークに登録される求職者の方が実習すれば就職できるだろうと、

可能性が高くなるという方についてはそういうかたちでさせていただく、ただハローワー

クで就職したリストを労働局で集めますので、これについては各支援機関さんには提供は

させていただくというかたちになります。 

○黒田部会長 はい。分かりました。他に何かありましたら。これはもう７月要望にまと

められ、すぐ出されるようなかたちになるのですか。 

○事務局（小川） そうです。もう近々に。 

○豊田委員 もう一個いいですか。 

○黒田部会長 はい、どうぞ。 

○豊田委員 最終のページの資料３のところなのですけど、「工賃向上支援」ということ

で、今福祉的就労に対して工賃向上をすごくやっているのですけど、素朴な疑問が一つあ

りまして、先ほどのところも出てました優先的に大阪府さんからお仕事が受注できるよう

に回ってくるのですけれども、それに対して入札とかするのですね。そしたら安いほうが

当然落ちるのですけど、取ろうとすれば今年の金額より下回って入札しないと取れないと
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いう現状であります。そしたら工賃向上どころか仕事は採れるけれども、結局収益が少な

くて、大変しんどいばっかりという現状が最近やっと気づいてきたのですけども、これっ

ておかしくないかというのが素朴な疑問で、それで入札制度というのになっていくと最賃

が切れていくなんて、どんどん切れていくだろうし、今最低でも 800 円の最賃で落として

はる企業のその下はいかなくてはいけないということは当然最賃が切れてくるので、これ

ってそれで入札して、今まで最賃がずっとどうのこうのっていうことをかけているのにど

うだろうというのがずっと疑問に感じていたのですけど、これはどういうことなのですか。 

○黒田部会長 どうでしょう。 

○事務局（小川） 価格だけで競争しようとしたら、どうしてもそういったかたちにはな

ってはしまうと思うのですけども。 

○豊田委員 最終的には価格じゃないですか。それ以上に何かありますか。ほとんど全部

価格だと思うのですけど。 

○事務局（小川） 中小企業家同友会さんがどういう場合。 

○豊田委員 いやいや。中小企業家同友会ではなくて、今別の。中小企業家同友会は我々

は今実習制度をどんどん推進することでやっていまして、それはそれで提言の中にあった

ので評価させていただいて、これはまた帰って報告するのですけれども、全体のお話を伺

っていてそんな中で、ちょっとふと疑問に感じてそれはうちではすごく疑問を感じながら

日々やっていたのですけど。 

○黒田部会長 総合評価入札制度というのが出てきていまして、大阪府のほうと大阪市の

ほうでやっているのですけど、今までの価格だけの評価だけではなくて、障がい者雇用を

雇用率達成してないとこは入札できませんし、さらにどれだけプラスアルファ雇っている

だとか、就労移行事業所から雇っているだとか、いろんな価格以外の点数をつけるような

仕組みというのが今進んできていまして、それの良し悪しをよく言われるのですけど、す

べての入札がそういう状況ではないのですが、大阪府だったら清掃業務なんかは総合評価

になっていて、障がい者雇用とその支援をどれだけ取り組んでいるかというのでポイント

が加算されるとこもあるのです。ただし最賃より低い金額を出すような計画を出している

ところはもちろん最初から落とされますし、いくらぐらいの給料をちゃんと支払われるか

ということも含めて、入札の時の書類に書いてくるというのもありますんで。 

○豊田委員 ちょっと今しょうもないところでしょうもない質問をしてしまってごめんな

さい。そういう質問をしたのではなくて、同友会はおいといてもらって、今ふと目につい

たのがここに書いてあった福祉的就労の工賃向上支援についてというのを見ながら、ふと

今思い出して聞いてみたくなって聞いたのですが、私はＢ型の施設をやっていて、いろい

ろと優先的に B 型の施設に書類がくるのです。そこで自分の所ができるものを丸を付けて

返した場合、それについて入札のいくらで受けますかというのがくるので、それで入札し

ていくと最低の金額、今年取ったのよりも下にしないと取れないという金額で、Ｂ型です

から少しでもお金になればいいと思ってあまり考えてなくて、最賃以下で入札した場合そ
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れっておかしくないかとみんなに言われて気づいて。 

○黒田部会長 Ｂ型だけど最賃が関係ないのから、入札した金額でそもそも仕事を受けた

ら最賃以下の利益しか上げられないのにその仕組み自体どうかという発想。 

○豊田委員 そうです。みんなにおかしくないかと言われて、そうだと思いながら、これ

を見たらたまたま書いてあったのでちょっと聞いてみようと思って。 

○黒田部会長 なるほど。どうでしょうか。 

○事務局（小川） Ｂ型については当然最賃が適応されませんので、それを入札というか

たちで何かやっている。ほかも作業所ばっかり。入札の札を入れられている所は企業と勝

負しているのですか。 

○豊田委員 いや違います。Ｂ型です。施設ばっかり回ってきているから施設間であれし

ていますから。 

○事務局（小川）そうですね。それはもう事業所同士でのということで、そういう入札で

あればどうしても最賃というのは、別に設定というかたちでかなりそういうかたちでやら

れている事例はあまり聞いたことがないのですけど、どうしても最賃以外であればそうい

うことになるのかなと思います。 

○栗原委員 よろしいですか。 

○黒田部会長 はい。お願いします。 

○栗原委員 他の県の１つの事例でこうのがあります。ある財団でちょっと大きな財団で

建物を持っていまして、そこの建物の清掃をＢ型のところでやってもらおうとしたら、希

望するＢ型さんが幾つかあったのです。やはり入札したのです。ただ半分は金額、半分は

当事者にいくらの工賃を払いますかと。それは逆なのです。払う額が多いほうが点数が高

くして、やはり全体のコストの問題もあれなのです。だから半々でやった実例で。私もそ

れに関わりましたけども。そういう実例はあります。ただこれは行政がやったのではあり

ません。一般の民間の財団がやったので。その１つヒントにあったのは、イタリアの社会

的協同組合の考え方です。全くイコールではないけれども、単にコストが高い低いではな

くて、社会的に意義のある事をすることが、総合評価制度はそうなのです。というような

ことを発想を得て、そういうようなこともやったことがあります。１つの参考です。 

○黒田部会長 また詳細な情報を提供していただいたら確認できるかと思いますが。 

○井上委員 よく質問が分かってないのですが、大阪府では優先調達法を何らかのかたち

でもう既に取組みされていませんよね。まだないですね。なんか既に実際はものが動いて

いるわけではなくて、また別の事業としての作業が入札になっているということですね。 

○事務局（坂口） そうです。大阪市ですか。お仕事自体は。 

○豊田委員 大阪市です。大阪市の随意契約です。 

○事務局（坂口） 大阪市は競争原理を働かせることになっていまして、４月から優先調

達法ができて、調達方針をこれから大阪市も大阪府もそうですけど作るのですが、大阪府

の場合は平成 13年に調達推進法に先駆けて福祉施設からのそういう物品の調達の指針を定
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めていまして、大阪府の場合はその指針で市場価格等を考慮して、多少高かったとしても、

それは福祉的な観点でＯＫというルールになっていまして、比較見積りをとらずに落とす

というか業者にすれば落とすことができますが、大阪市はそういう仕組みがありませんで

して、あくまで競争原理を働かせるという考えをお持ちですので、そういうような形で福

祉施設同士で札を入りあって安い所に落とすということに今はなっている。 

○豊田委員 どんどん下がっていくような気がして、不安になっていて。 

○事務局（坂口） それがどうかというのはなかなか難しい問題です。 

○豊田委員 やはりその施策があって大阪市が、独立ですからね。大阪市も堺市も。だか

ら今回一応金塚さんとこがお受けになった施策にしても、大阪市の施設は参加できてない

ということで、就労移行の、先ほどおっしゃっていたやつ、就労移行の。 

○金塚委員 発達。 

○豊田委員 ごめんなさい。発達障がいのサポートのやつも結局大阪府の事業所だけとい

うことで、大阪市と堺市はだめということで、同友会はけっこう大阪市と堺市の事業所が

多いのです。その時にその大阪府さんが発表してはったのですけど、ほとんど大阪市と堺

市の事業所ばっかりだったので、関係ないという話になってしまったのですけど、それっ

て一応どうなのなのですか。堺市と大阪市も一応大阪府なのに独立だから、それは入れな

いというのはなんかおしいというのは、障がい者部会のほうでなぜ堺市と大阪市だけ外さ

れるのだというのは出ていたのですけど。 

○黒田部会長 それぞれ府がやる仕事、政令市がやる仕事が決まっていて、今の場合だっ

たら堺市と大阪市がなぜ参加できないのだろうという話だと、逆に堺市と大阪市のほうが

いいプロジェクトをたてることが可能だといえば可能なのですよね。そういう場合に大阪

市と堺市意外は参加できないのかという議論がまた出てきて、どっちがいいか分かりませ

んけれども、そうなってくると大阪市、堺市が金塚さんが引き受けたような事業を今の状

況ではやはり独自にやってもらうということしか方法はないのだと思いますけど。行政的

にどうなのですかね。 

○事務局（西口自立支援課長） はっきり言って行政の縦割りの弊害と思います。 

○黒田部会長 そうですね。 

○事務局（西口自立支援課長） ただ福祉施策としてやるということになると、やはり政

令市問題、あるいはもっといえば中核市問題というのも出てきます。逆に労働施策として

やるということになると、これは大阪府一円で、大阪市、堺市も中核市も含めて一本でで

きるという可能性もありますので、そこはもっと知恵を出さなければだめなのかというと

ころはありますけど、はっきり言って行政の縦割りの弊害はあります。 

○黒田部会長 理解はしていただける。努力していただけるということだと思うので。 

○豊田委員 吹田市さんにしても、箕面市さんにしてもいろいろあるではないですか。で

も大阪市のほうでもこの間も福祉課に聞いたら、就労部会のような組織がないのです。 

○事務局（坂口） 大阪市と堺市に就労部会はございません。 
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○豊田委員 ないのです。だから施設のそういう話を聞く場を作らないのかと聞いたけど、

ごまかされてしまいました。それは大阪府として言えないのですか。 

○事務局（坂口） 障がい者計画の中には就労部会の全市町村で設けていただくというの

は、目標値に掲げていますので、引き続きお願いをするということになります。 

○黒田部会長 はい。分かりました。他にありましたらどうぞ。 

○若野委員 ５番のところで関係機関の連携ネットワークに充実強化についてということ

で、その右側に商工労働部さんのほうで、難病患者等の障がい者の雇用促進の中で助成金

の話が出ているのですが、手帳を有してない難病の方、発達の方については雇用開発助成

金というのがあるのですが、ここに書かれているのはそれ以外のことでの希望ということ

ですか。現行で発達障害者難治性疾患患者雇用開発助成金というのがあるのですが、それ

以外でということの理解でいいですか。 

○事務局（足立） 就業促進課です。これは各課からご要望させていただいていまして、

その背景には障がい者当事者の皆さんの懇談の場が多々ございまして、その中でとりわけ

難病患者さんから手帳が採れない難病の方がいらっしゃる。そうした時に自分たちは難病

でもあるに関わらず、手帳がもらえない。手帳がないので、雇用率にもカウントしていた

だけない。障がい者枠として企業に就職することができない。私たちの実態を分かってい

ただいて、私たちの就職を支援するために私たちも雇用率のカウントに入れてくださいと

いうご要望がかなりが強くございましたので、冒頭に雇用率制度の対象としてください、

雇用率制度の納付に基づく助成金制度にも対象としていただけませんかという内容で提案

させていただいているものでございます。 

○若野委員 今、国の助成金とは別で、また更にということで。 

○事務局（足立） はい。 

○黒田部会長 他にありませんでしょうか。それではその他も含め全体を通しまして、ご

意見をお伺いいたしますがよろしいでしょうか。 

○金塚委員 ヒアリングのことについて聞いていいですか。 

○黒田部会長 はい。 

○金塚委員 早速にこの項目ができて・・・ 

○黒田部会長 どうしましょう。先に説明とかいいですか。 

○事務局（小川） そうしましたら参考資料の説明を簡単に説明だけさせていただきます。 

○黒田部会長 していただけますか。はい。 

○事務局（小川） 参考資料１でございますけども、Ａ４の１枚ものでございます。前回

でも完成型の前のかたちではお配りはさせていただいているのですけども、平成 24年度の

福祉施設からの一般就労ニーズ調査の結果がまとまりましたので、配付をさせていただい

ております。前年度の分と比較できるようにということで、右側に前年度の数字を入れさ

せていただいております。就労移行支援事業所につきましては、149から 168ということで

若干増えておりますが、網掛けをしている部分でご承知の通り、０人、１人というところ
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を合わせますと、かなりなもう５割近いというところは、昨年度とほぼあまり変わらない

といったような状況でございます。下のところで書いていますけども前年度が 3.5 人で、

１事業所当たりが 3.5人で 3.8人に若干増えている状況でございます。 

 あと参考資料２ということで、これはもう７月に既に送付をさせていただいておりまし

て、締め切りが一応７月の 12日ということで過ぎておりますが、ちょっとまだ回収率のほ

うが５割程度ということでまだ現在回収中ということで、これにつきましてのアンケート

については基本全部事業所のほうに送付をさせていただいております。この後抽出という

かたちでヒアリング調査のほうにも出向いて、先ほどおっしゃっていただいたような件に

つきましても、個別の事業所ごとに状況をお聞きしていきたいというふうに考えておりま

す。これの結果につきましては次回就労支援部会のほうでご報告等させていただけたらと

思っております。 

 資料３については、これはＡ型への同じくアンケートの協力のお願いということでこち

らも７月 12日締めということで、現在集計中という状況でございます。 

 参考資料４につきましては、大阪府のほうで福祉部、教育委員会、商工労働部の取り組

みと労働局ハローワークさんも含めまして、どういった雇用支援についてどういう取り組

みをされているかということについて冊子にしたものでございますので、参考ということ

でお配りをしております。そのあとはこちらも参考になります、今年度６回かけてご議論

いただく項目を１から８までありますものを冊子にしたものでございます。 

 参考資料の６ということで、今後のスケジュールでございますけども、本日第３回とい

うことで、次回につきまして 10月を予定をしております。 

課題項目として残っております②の「一般就労の場の拡充策について」というのと「職

場体験実習先企業の拡充策について」ということで、ご議論していただく予定にしており

まして、これを 10月に開催をいたしまして、その後予算要求の時期にも入ってまいります

ので、事業化できるものがありましたら、それについても進めていきたいというふうに思

っております。参考資料７は前回の議事録ということになっておりますので、参考資料に

つきましては以上です。 

○黒田部会長 はい ありがとうございます。 

○金塚委員 このヒアリングですが、これは何か所ピックアップされているのでしょうか。 

○事務局（小川） 数字自体は申し上げてなかったと思います。 

○金塚委員 実際にその実績が上がっているところと上がってないところに分けていかれ

るというふうには、実際に何か所行かれるかは決まってない。 

○事務局（小川） そうです。ちょっと箇所数についてはまだ検討していこうかと思って

おります。 

○金塚委員 今から。もう一点。ヒアリングは実際どなたが行かれる予定ですか。 

○事務局（小川） 基本、行政職員のほうで行こうかというふうに思っております。 

○金塚委員 分かりました。 
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○黒田部会長 ほかにありますでしょうか。では本日の議事はすべて終了しましたので、

事務局のほうにお返ししたいと思います。 

○黒田部会長様、各位の皆様方、オブザーバーの皆様方、どうもありがとうございました。

それではこれをもちまして平成 25年度第３回就労支援部会を閉会させていただきます。次

回は 10月となっております。あらためてご案内させていただきますが、どうぞよろしくお

願いします。本日は長時間にわたり誠にありがとうございました。 

（終了） 


